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令和４年２月９日 

 

０歳児から２歳児クラスの園児の保護者の皆さまへ 

 

文京区子ども家庭部 

 幼児保育課長 中川 景司 

 

「家庭保育の協力要請」に基づきお休みした場合の 

基本保育料の取扱いと還付（返金）の手続きについて 

 

日頃から文京区の保育施策にご理解とご協力をいただき感謝申し上げます。 

この度、新型コロナウイルス感染症新規感染者の激増に伴い、保育園における感染者も急

増している状況を受け、令和４年１月 28日付文書でお知らせしましたとおり、「家庭保育の

協力要請」期間中に、区からのお願いに基づき自主的にお休み（以下、「自主休園」という。）

いただいた場合は、基本保育料の日割り還付を実施することとしました。 

併せて、臨時休園に係る基本保育料の日割り還付も継続して実施いたします。 

保護者の皆様におかれましては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、引続きご

理解ご協力くださいますようお願いいたします。 

 

記 

 

１ 対象期間 

  令和４年１月 21日（金）から令和４年２月 28日（月）まで 

※「家庭保育の協力要請」期間を延長する場合は、還付の対象期間も延長となります。 

  ※臨時休園については、上記期間に関わらず還付対象となります。 

 

２ 対象施設・事業 

⑴ 認可保育所 

 ⑵ 認定こども園（保育所部分） 

 ⑶ 小規模保育事業 

 ⑷ 家庭的保育事業 

 ⑸ 事業所内保育事業（地域枠） 

 ⑹ 定期利用保育事業 

 ⑺ 春日臨時保育所 

 ⑻ グループ保育室こうらく 

 

３ 対象者 

  上記２の対象施設・事業を利用する０～２歳児クラスの保護者（文京区民に限る） 

 

４ 基本保育料の取扱いについて 

  「家庭保育の協力要請」（令和４年１月 28 日付文書）に基づき自主休園を行った場合

は、保護者の方へ以下の計算式に基づき算出した金額を還金（返金）します。 

【還付（返金）額＝ご自身の基本保育料×自主休園した日数（※）÷２５日〈１０円未満切捨て〉】 

※ 各月の対象期間中全て自主休園した場合、１月は９日、２月は 25 日として計算します。 

 

・還付の算定日に含むことができるのは、保育の必要性が認められている日のみです（土

曜日を還付の算定日に含むことができるのは、土曜日に保育の必要性が認められてい

る方のみとなります）。 

・もともと予定されていた定期健診や家族旅行などの家庭の用事による休園が明らかな

場合は還付対象とはなりません。 

・軽微な症状であっても新型コロナウイルス感染症が疑われる場合における休園は還付

対象となります。ただし、別の疾病が原因であることが明らかな場合（医師の診断を受

けている等）は、還付対象にはなりません。 
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・児童が同居家族の濃厚接触者に特定されたことにより休園した場合は、園へ必ず事由を

お伝えください。 

・慣れ保育で登園した場合は、登園の実績があるため自主休園には当たりません。 

 

５ 還付にあたってのお手続きについて 

⑴  提出書類 

   還付請求書（令和３年度分） 

※ 区ホームページからダウンロードのご協力をお願いいたします。 

URL：https://www.city.bunkyo.lg.jp/kyoiku/kosodate/hoikushisetsuunnei.html 

※ 令和３年度中に対象のお子さまにつき、一度でもご提出いただいた方について

は、新たにご提出の必要はありません。（振込先口座を変更する場合には、ご提

出が必要です。） 

 ⑵ 提出期限 

   令和４年３月 31日（木） 

 ⑶ 提出先  

※ 区へ直接提出（郵送可） 

〒112-8555 東京都文京区春日 1-16-21 

文京区幼児保育課入園相談係（文京シビックセンター12階） 

 

６ 振込予定 

令和４年５月中旬を予定しております。 

※変更となる場合があります。 

 

７ その他 

⑴還付（返金）額は、基本保育料の日割り額となります。 

⑵基本保育料は、例月通りお支払いいただきます。対象期間終了後、文京区において休園

状況を園に確認し、指定の口座へお振込みいたします。 

⑶新型コロナウイルス感染症の発生等により保育園が完全に臨時休園となった場合は休

園期間を日割還付の対象とします。 

⑷罹患者及び濃厚接触者となった園児の健康観察に係る休園についても日割還付の対象

とします。 

⑸令和３年度に限り、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のために休園される場合は、

「休園届」の提出は不要です。（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のために休園さ

れる場合は、２か月の休園期間上限は適用いたしません。） 

⑹本対応は新型コロナウイルス感染症の状況等により期間が変更となる場合があります。 

 

８ 問い合わせ先 

  幼児保育課入園相談係 TEL 03-5803-1190 


